
令和８年２月 

(公財)新潟県国際交流協会 

令和８年度国際化推進活動助成金の留意事項 

１ 対象事業実施期間等 

募集期間 交付決定時期 対象事業実施期間 

第１次募集 
令和８年２月２日～ 

２月 27日 
令和８年４月１日 

令和８年４月１日～ 

令和９年３月 31日 

第２次募集 
令和８年６月１日～ 

６月 30日 
令和８年７月中 

令和８年８月１日～ 

令和９年３月 31日 

※第１次募集で不採択となった事業と同一の申請は、第２次募集の対象外となります。 

 

２ 申請方法について 

（１）国際化推進活動助成金交付申請書（別記第 1号様式）及び添付書類を郵送または電子メール

で申請期日（必着）までに送付してください。 

  ※ 他の助成金・補助金・寄付金等を受ける場合（申請予定も含む）は、必ず収支予算書「他か 

   らの収入」欄に記載してください。 

  ※ 第 1次募集の申請にあたり、当年度予算書及び前年度決算書が申請時点で未確定の場合は、 

   前年度予算書及び前々年度決算書を提出し、かつ確定後速やかに当年度予算書及び前年度 

   決算書を提出してください。 

（２）申請書類の様式及び「国際化推進活動助成金交付要綱」は、下記ホームページ、QRコード 

  よりダウンロードできます。 

   申請にあたっては、必ず「国際化推進活動助成金交付要綱」をよくお読みください。 

  https://www.niigata-ia.or.jp/wp-content/themes/niigata-ia/file/about/R3-1_youkou.pdf 

 

 

 

 

３ 審査の考え方について 

（１）同一事業での助成金の交付は、原則として３回（不連続含む）までです。但し、継続的な内 

容であっても発展的に推移している事業等については、４回以上交付することがあります。 

（２）過去の申請に関し、事業の中止等で交付が取消となった場合は交付回数に含みません。 

（３）助成金の交付は、原則として１団体につき年度内１事業とします。 

４ 交付決定について 

（１）助成の可否及び助成額は、事業の先駆性、将来性、公益性、波及性、緊急性、事業運営や予

算計画の適切性等の観点から総合的に判断し、審査会の審査を経て決定します。 

（２）第１次募集及び第２次募集とも、予算の範囲内において助成を行います。 

https://www.niigata-ia.or.jp/wp-content/themes/niigata-ia/file/about/R3-1_youkou.pdf


５ 助成金交付までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ その他 

（１）本助成金は、当協会の賛助会員が対象になります。申請時に加入手続きが完了しない場合は 

  速やかに手続きを行ってください。 

（２）第２次募集に申請する場合は、対象事業実施期間に留意してください。 
（３）助成金交付団体の名称、対象事業名、助成金額は当協会の発行物等で公表します。 

 

７ 提出先・問合せ先 

 
公益財団法人新潟県国際交流協会 

〒950-0078 新潟市中央区万代島 5-1 万代島ビル 2階 

TEL：025-290-5650 FAX：025-249-8122 

Eメール：nia21c@niigata-ia.or.jp 

助成金の支払い（協会）

指定金融機関の口座に助成金を振り込みます。

精算払請求書の提出（事業実施団体）

確定額に基づいた請求書をご提出ください。

報告書の審査と確定額の通知（協会）

報告書類を審査し、最終的な助成金額を確定して書面でお知らせします。

実績報告書の提出（事業実施団体）

事業完了後30日以内か３月31日のいずれか早い期日までに、必要書類を提出してください。

事業の実施（事業実施団体）

助成額の8割以下の額を概算請求することができます。

申請書の審査及び交付決定（協会）

申請事業を審査会で審査し、助成の可否及び助成額を文書で通知します。

助成金の申請（事業実施団体）

第1次、第2次募集期間内に申請書類を提出してください。


